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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】電気的に調整可能なレンズおよびレンズシステム
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に光学装置に関し、特に電気的に調整可能なレンズに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は２０１４年３月１３日出願の米国暫定特許出願６１／９５２，２２６（特許文
献１）；２０１４年３月２３日出願の米国暫定特許出願６１／９６９，１９０（特許文献
２）；２０１４年３月３１日出願の米国暫定特許出願６１／９７２，４４５（特許文献３
）の恩恵を主張する。本出願はまた、２０１３年９月３０日出願のＰＣＴ特許出願ＰＣＴ
／ＩＢ２０１３／０５８９８９（ＷＯ２０１４／０４９５７７として公表；特許文献４）
の部分継続出願であり、その出願は２０１２年９月３０日出願の米国暫定特許出願６１／
７０７，９６２（特許文献５）の恩恵を主張する。これら関連出願のすべては、ここに参
照として採り入れられる。
【０００３】
　調整可能レンズは、その焦点距離、および／または光軸の位置などの光学特性が、一般
的に電気制御により使用中に調節できる、光学要素である。このようなレンズは広範囲の
用途に使用できる。例えば、米国特許７，４７５，９８５（特許文献６）、それはここに
参照として採り入れられるが、は視力矯正の目的のための電気活性レンズの使用について
記載している。
【０００４】
　電気調整可能なレンズは、一般的に適合する電気光学的材料の薄い層を含み、その局所
的実効屈折率は材料を横断して印加される電圧の関数として変化する。電極または電極配
列は、局所的に屈折率を所望の値に調節するために所望の電圧を印加するのに使用される
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。液晶はこの目的のために最も頻繁に使用される電気光学的材料である。（印加電圧が分
子を回転させ、それが複屈折軸を変化させ、それにより実効屈折率を変化させる。）しか
し、高分子ゲルのような類似の電気光学的特性を有する他の材料もこの目的に使用可能で
ある。
【０００５】
　いくつかの調整可能レンズ設計は、電極配列を使用して、液晶ディスプレイに使用され
る画素格子の類に似た、液晶中の画素格子を定義している。個々の画素の屈折率は電気的
に制御され、所望の位相変調プロファイルを与える。（「位相変調プロファイル」という
用語は本明細書および請求項においては、調整可能レンズの電気光学層の領域に亘る、局
所的に変化する実効屈折率の結果としての、その層を通過する光に適用される局所位相偏
移の分布を意味する。この種の格子配列を使用するレンズは、例えば上記の米国特許７，
４７５，９８５（特許文献６）に記載されている。
【０００６】
　上記のＰＣＴ特許出願公報ＷＯ２０１４／０４９５７７（特許文献４）は、光学装置で
あって、電気光学層の活性領域内の任意の所与の位置において局所実効屈折率を有する、
液晶のような、電気光学層を有し、実効屈折率は所与の位置における電気光学層を横断し
て印加される電圧波形により決定される光学装置を記載している。平行な導電性ストライ
プを有する、活性領域の上に伸長する励起電極の配列が電気光学層の片側または両側に配
置される。制御回路は、それぞれの制御電圧波形をその励起電極に印加し、そして、電気
光学層の位相変調プロファイルを生成するため、励起電極に印加されるそれぞれの制御電
圧波形を同時に変調するように構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国暫定特許出願６１／９５２，２２６
【特許文献２】米国暫定特許出願６１／９６９，１９０
【特許文献３】米国暫定特許出願６１／９７２，４４５
【特許文献４】ＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０５８９８９（ＷＯ２０１４／０
４９５７７）
【特許文献５】米国暫定特許出願６１／７０７，９６２
【特許文献６】米国特許７，４７５，９８５
【発明の概要】
【０００８】
　以下に記載される本発明の実施形態は改良された電気的に調整可能な光学装置を提供す
る。
　従って本発明の１実施形態によれば、光学装置であって、電気光学層の活性領域内の任
意の所与の位置において局所実効屈折率を有する電気光学層と、その実効屈折率は，所与
の位置における、電気光学層を横断して印加される電圧波形により決定され、；電気光学
層の第１と第２の反対の両側の側面の上方に伸長する導電性電極と、その電極は励起電極
の配列を有し、その配列はそれぞれの、相互に平行な軸に沿って事前設定の方向において
電気光学層の第１の側面を横断して伸長し、そしてその配列は、異なるそれぞれの、平行
な軸に垂直な横方向の幅を有する、少なくとも第１と第２の電極を有し；およびそれぞれ
の制御電圧波形を励起電極に印加し、そして、励起電極に同時にそして独立して印加され
る制御電圧を変調し、それにより電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを生成する
ように接続される、制御回路と；を有することを特徴とする、光学装置、が提供される。
【０００９】
　幾つかの実施形態では電極のそれぞれの幅は、全ての電極の平均幅の少なくとも１０％
の標準偏差で互いに異なる。
　さらにあるいは、すくなくとも幾つかの電極のそれぞれの幅は、電極のそれぞれの軸に
沿って変化する。
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　いくつかの実施形態では、励起電極の配列は、電気光学層の第１の側面を横断し第１の
方向に伸長する第１の励起電極の第１の配列を有する。導電性電極は第２の励起電極の第
２の配列を有し、第２の配列は、電気光学層の第２の側面を横断し、第１の方向と垂直な
第２の方向に伸長し、そして異なるそれぞれの幅を有する少なくとも第３と第４の電極を
有する。
【００１０】
　他の実施形態では、導電性電極は、電気光学層の第２の側面上で活性領域の上方に配置
される、１つの共通電極を有する。いくつかの実施形態は第１と第２の光学装置を含むこ
のような機器であって、第１と第２の光学装置が直列に配置され、そして第２の光学装置
の励起電極が、第１の光学装置の励起電極と直交する方向を向いている機器を提供する。
１つの実施形態では、第１と第２の光学装置は、それぞれ第１と第２の偏光依存性の電気
光学層を有し、そして第１の光学装置は光を第１の偏光において変調し、一方第２の光学
装置は光を第１の偏光とは異なる第２の偏光において変調するように配置され、そして機
器は、第１と第２の光学装置の間に配置される、光を第１の偏光から第２の偏光に回転さ
せる、偏光回転子を有する。
【００１１】
　幾つかの実施形態では、第１と第２の電極はそれぞれ第１と第２の幅を有し、第１の幅
は少なくとも第２の幅の２倍であり、そして制御回路は、特定の位相変調プロファイルが
、少なくとも１つの第２の電極の近傍で発生する急激な転移を有するように、それぞれの
制御電圧波形を印加するように構成される。このような１つの実施形態では、特定の位相
変調プロファイルの生成は、装置がフレネルレンズとして機能するようにさせる。１つの
開示された実施形態では、電極は透明な導電性物質の平行なストライプを有し、ストライ
プは事前設定のギャップ幅のギャップをストライプの間に有し、そして第２の電極の第２
の幅はギャップ幅の４倍より大きくない。さらにあるいは、第２の電極の第２の幅は電気
光学層の層厚より小さい。
【００１２】
　１つの実施形態では、位相変調プロファイルは、第２の電極の対応する１つの近傍で発
生する多重の急激な転移を有し、そして電気光学層は、位相変調関数における急激な転移
の間の間隔に対する第２の電極の密度の関係に比例する、位相変調の値のレンジを提供す
るように構成される。
　いくつかの実施形態では、電気光学層は液晶を有する。
　本発明の１実施形態によれば、光学装置であって、上記に記載の電気光学層を有し、電
気光学層は第１と第２の反対の両側の側面を有し、そして第１と第２の側面の間の距離に
等しい層厚を有し、；電気光学層の第１と第２の側面の上方に伸長する導電性電極と、電
極は励起電極の配列を有し、配列は透明な導電性物質の平行なストライプを有し、ストラ
イプはストライプの間のギャップ幅が２μｍより大きくなく、電気光学層の層厚より小さ
い、ギャップを有し、；およびそれぞれの制御電圧波形を励起電極に印加し、それにより
電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを生成するように接続される、制御回路と；
を有することを特徴とする、光学装置も提供される。
【００１３】
　１つの開示された実施形態では、ギャップ幅は電気光学層の層厚の半分より小さい。
　本発明の１実施形態によれば、さらに光学装置であって、上述の電気光学層と、透明な
絶縁材料を有するバッファ層と、を有し、バッファ層は電気光学層の第１の側面に隣接す
る内側表面と内側表面と反対側の外側表面を有し、そして内部表面と外部表面の間に少な
くとも０．２μｍの厚みを有し；電気光学層の第１と第２の側面の上方配置される導電性
電極と、電極は励起電極の配列を有し、配列はバッファ層の外側表面を横断して伸長し、
バッファ層は励起電極を記電気光学層から分離し；そしてそれぞれの制御電圧波形を励起
電極に印加し、それにより電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを生成するように
接続される、制御回路と；を有することを特徴とする、光学装置が提供される。
【００１４】
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　１つの開示された実施形態では、励起電極は透明な導電性物質の平行なストライプを有
し、そのストライプはギャップ幅が事前設定されたギャップをストライプの間に有し、そ
してバッファ層はギャップ幅の１／４より大きいバッファ層の層厚を有する。
　本発明の１実施形態によれば、さらに、光学装置は上記の電気光学層を有する。第１の
励起電極の第１の配列と、第１の励起電極は、それぞれの互いに平行な第１の軸に沿って
、第１の方向に、活性領域の上方を、電気光学層の第１の側面上を伸長し、第２の励起電
極の第１の配列と、第２の励起電極は、それぞれの互いに平行な第２の軸に沿って、第１
の方向に直交する第２の方向に、活性領域の上方を、電気光学層の第１の側面の反対側の
第２の側面上を伸長し；そして制御回路と、制御回路は、それぞれの制御電圧波形を第１
の励起電極と第２の励起電極に同時に印加するように接続され、そして、第１の励起電極
と第２の励起電極の両方に印加されるそれぞれの制御電圧波形を同時に変調し、それによ
り電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを生成するように構成される；を有するこ
とを特徴とする、光学装置が提供される。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、位相変調プロファイルは第１と第２の成分関数に分離可能な
１つの関数として定義され、成分関数はそれぞれ第１と第２の軸に沿って変化し、そして
第１の励起電極と第２の励起電極に印加される制御電圧波形は、それぞれ第１と第２の成
分関数にしたがって特定される。１つの実施形態では、第１と第２の成分関数は１組の成
分波形に関して定義され、成分波形は電気光学層内の異なるそれぞれの位相偏移に対応す
るように選択され、位相変調プロファイルは、活性領域内のそれぞれの場所における、第
１と第２の成分関数に起因するそれぞれの位相偏移の合計を有する。一般的に、成分波形
は異なるそれぞれのデューティサイクルを有する。
【００１６】
　さらにあるいは、成分波形は、位相変調プロファイルを構成するそれぞれの位相偏移の
合計が、法２ｎπの合同合計であり、ここでｎは整数である、ように選択され、そして少
なくとも幾つかの第１と第２の成分関数の異なるペアに対し、ｎは異なるそれぞれの値を
有してもよい。
　いくつかの実施形態では、制御電圧波形は、位相変調プロファイルが急激な相転移を含
み、そして装置がフレネルレンズとして機能するように選択される。制御回路は反対の極
性のそれぞれの制御電圧波形を急激な相転移の近傍の相互に隣接する励起電極のペアに印
加する。
【００１７】
　本発明の１実施形態によれば、またさらに特定の屈折力を有する曲がった外部表面と、
少なくとも第１と第２の重なったへこみを含む内部表面と、を有する透明な材料からなる
静的レンズを含む光学機器が提供される。動的レンズは静的レンズに内包され、そして静
的レンズの屈折力を変調する可変の位相変調プロファイルを含む。動的レンズは上記のよ
うに電気光学層と、第１と第２の透明な基板であって、それぞれ電気光学層の第１と第２
の側面上に配置され、そして静的レンズのそれぞれ第１と第２のへこみの中に適合するよ
うに寸法と形状が決められ、そして電気光学層を横断して電圧を印加するように構成され
た電極を有する、第１と第２の透明な基板と、を有する。制御回路は電圧を電極に印加し
、それにより電気光学層内に変調プロファイルを生成するように接続される。　　　　
【００１８】
　１つの開示された実施形態では、制御回路は第１の透明な基板の端部に配置される電気
的接続部を有し、そして静的レンズの内部表面は電気的接続部が適合する溝を有する。
　本発明の１実施形態によれば、またさらに光学装置を製造する方法が提供される。方法
は、電気光学層の活性領域内の任意の所与の位置において、電気光学層を横断して印加さ
れる電圧波形により決定される局所実効屈折率を有する電気光学層を提供するステップを
有する。導電性電極は電気光学層の第１と第２の反対の両側の側面の上方に配置される。
電極は励起電極の配列を有し、その配列はそれぞれの、相互に平行な軸に沿って事前設定
の方向において電気光学層の第１の側面を横断して伸長し、そしてその配列は、異なるそ
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れぞれの、平行な軸に垂直な横方向の幅を有する、少なくとも第１と第２の電極を有する
。制御回路は、それぞれの制御電圧波形を励起電極に印加し、そして、励起電極に同時に
そして独立して印加される制御電圧を変調し、それにより電気光学層内に特定の位相変調
プロファイルを生成するために接続される。
【００１９】
　本発明の１実施形態によれば、光学装置を製造する方法であって、上述の電気光学層を
提供するステップを含む方法が提供され、電気光学層は第１と第２の反対の両側の側面を
有し、そして第１と第２の側面の間の距離に等しい層厚を有する。導電性電極は電気光学
層の第１と第２の側面の上方に配置される。電極は透明な導電性物質の平行なストライプ
を有しする励起電極の配列を有し、ストライプはストライプの間のギャップ幅が２μｍよ
り大きくなく、電気光学層の層厚より小さい、ギャップをする。制御回路はそれぞれの制
御電圧波形を励起電極に印加し、それにより電気光学層内に特定の位相変調プロファイル
を生成するために接続される。　
【００２０】
　本発明の１実施形態によれば、光学装置を製造する方法であって、上述の電気光学層を
提供するステップと、透明な絶縁材料を有する、少なくとも０．２μｍの厚みのバッファ
層を配置し、それによりバッファ層の内側表面が電気光学層の第１の側面に隣接するステ
ップとを有する方法が追加で提供される。制御回路は、それぞれの制御電圧波形を励起電
極に印加し、それにより電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを生成するために接
続される。　
【００２１】
　本発明の１実施形態によれば、さらに光学装置を製造する方法であって、上述の電気光
学層を提供するステップと、それぞれの互いに平行な第１の軸に沿って、第１の方向に、
活性領域の上方を、電気光学層の第１の側面上を伸長する第１の励起電極の第１の配列を
配置するステップと、を有する方法が提供される。第２の励起電極の第２の配列は、それ
ぞれの互いに平行な第２の軸に沿って、第１の方向に直交する第２の方向に、活性領域の
上方を、電気光学層の第１の側面の反対側の第２の側面上を伸長するように配置される。
制御回路は、それぞれの制御電圧波形を第１の励起電極と第２の励起電極に同時に印加し
、そして、第１の励起電極と第２の励起電極の両方に印加されるそれぞれの制御電圧波形
を同時に変調し、それにより電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを生成するため
に接続される。　
【００２２】
　本発明の１実施形態によれば、またさらに光学装置を製造する方法であって、特定の屈
折力を有する曲がった外部表面と、少なくとも第１と第２の重なったへこみを含む内部表
面と、を有する透明な材料からなる静的レンズを提供するステップを有する方法が提供さ
れる。動的レンズは静的レンズに埋め込まれ、動的レンズは可変の位相変調プロファイル
を有し、位相変調プロファイルは静的レンズの屈折力を変調し、動的レンズは上述のよう
な電気光学層を有し、そして、第１と第２の透明な基板であって、それぞれ電気光学層の
第１と第２の側面上に配置され、そして静的レンズのそれぞれ第１と第２のへこみの中に
適合するように寸法と形状が決められ、そして電気光学層を横断して電圧を印加するよう
に構成された電極を有する、第１と第２の透明な基板を有する。制御回路は、電圧を電極
に印加し、それにより電気光学層内に変調プロファイルを生成するように接続される。　
　
【００２３】
　本発明の１実施形態によれば、また光学装置であって、上述の電気光学層と、電気光学
層の第１と第２の反対の両側の側面の上方に伸長する導電性電極と、を有する装置が提供
される。電極は励起電極の配列を有し、配列はそれぞれの、相互に平行な軸に沿って事前
設定の方向において電気光学層の第１の側面を横断して伸長し、一方電極のそれぞれの中
心点は、電極のそれぞれの軸に沿って変化するある量だけ横方向に偏移される。　制御回
路がそれぞれの制御電圧波形を励起電極に印加しそれにより電気光学層内に特定の位相変
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調プロファイルを生成するために接続される。
【００２４】
　１つの実施形態では、電気光学層の第１の側面上の電極の配列は、電気光学層の第１の
側面を横断して第１の方向に伸長する、第１の励起電極の第１の配列を有し、そして導電
性電極は、電気光学層の第２の側面を横断して、第１の方向に直交する第２の方向に伸長
する、第２の励起電極の第２の配列を有し、一方第２の励起電極のそれぞれの中心点は、
第２の励起電極のそれぞれの軸に沿って横方向に偏移される。本発明の１実施形態によれ
ば、また光学装置であって、上記のような電気光学層と、電気光学層の第１と第２の側面
の上方に伸長する導電性電極と、を有する装置が提供される。電極は透明な導電性物質の
平行なストライプを有する励起電極の配列を有する。制御回路は、それぞれの制御電圧波
形を励起電極に印加し、それにより電気光学層内に急激な相転移を含む特定の位相変調プ
ロファイルを生成し、一方で反対の極性のそれぞれの制御電圧波形を、急激な相転移の近
傍の相互に隣接する励起電極のペアに印加するために接続される。
【００２５】
　１つの開示された実施形態では、制御電圧波形は、装置がフレネルレンズとして機能す
るように選択される。
本発明の１実施形態によれば、さらに光学装置を製造する方法が提供される。方法は、上
記のような電気光学層を提供するステップと、導電性電極を電気光学層の第１と第２の反
対の両側の側面の上方に配置するステップと、を有する。電極は励起電極の配列を有し、
配列はそれぞれの、相互に平行な軸に沿って事前設定の方向において電気光学層の第１の
側面を横断して伸長し、一方電極のそれぞれの中心点は、電極のそれぞれの軸に沿って変
化するある量だけ横方向に偏移される。制御回路は、それぞれの制御電圧波形を励起電極
に印加し、それにより電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを生成するために接続
される。
【００２６】
　本発明の１実施形態によれば、また光学装置を製造する方法であって、上述のような電
気光学層を提供するステップと、電気光学層の第１と第２の側面の上方に伸長する導電性
電極を配置するステップと、を有する方法が提供される。電極は透明な導電性物質の平行
なストライプを含む励起電極の配列を有する。制御回路は、それぞれの制御電圧波形を励
起電極に印加し、それにより電気光学層内に急激な相転移を含む特定の位相変調プロファ
イルを生成し、一方で反対の極性のそれぞれの制御電圧波形を、急激な相転移の近傍の相
互に隣接する励起電極のペアに印加するために接続される。
【００２７】
　本発明の１実施形態によれば、またさらに　光学機器であって、第１と第２の光学装置
を含み、それらは、それぞれ第１と第２の偏光軸と第１と第２の円筒軸を有し、そして直
列に配置され、第１と第２の偏光軸は相互に平行ではなく、そして第１と第２の円筒軸は
相互に平行ではない。それぞれの光学装置は、それぞれの偏光軸に沿って偏光を有し、そ
して電気光学層活性領域内の任意の所与の場所に入射する光に対し、その場所において電
気光学層を横断して印加される電圧により決定される局所実効屈折率を有する、偏光依存
性電気光学層を有する。導電性電極は、電気光学層の反対の両側に位置する第１と第２の
側面の上方に伸長し、励起電極の１つの配列を有し、それぞれの電圧を励起電極を横断し
て印加し、それにより電気光学層内にそれぞれの円筒軸に沿った方向の円筒型位相変調プ
ロファイルを生成するように構成される。　偏光回転子が、第１の光学装置を通過し、そ
して第１の偏光軸に平行な光の偏光を回転させ、光の偏光を第２の偏光軸に整列させるた
めに第１と第２の光学装置の間に配置される。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、励起電極の配列は、電気光学層の第１の側面を横断して、そ
れぞれの円筒軸に平行な方向に伸長する、透明な導電性材料の平行なストライプの１つの
配列を有し、そして導電性電極は、活性領域の上方で、電気光学層の第２の側面の上に配
置される共通電極を有する。一般的に第１と第２の偏光軸は相互に直交しており、そして
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第１と第２の円筒軸は相互に直交している。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
本発明は図面を伴う以下の実施形態の詳細な記載により、より十分に理解されよう：
【図１】本発明の１実施形態に基づく、光学装置の概略側面図である。
【図２Ａ－３Ｃ】図２Ａは本発明の１実施形態に基づく、電気的に調整可能なレンズの概
略断面図である。図２Ｂは図２Ａの装置で使用される電極の正面図である。図３Ａは本発
明の１実施形態に基づく、静的および電気的に調整可能な要素を含む合成レンズの概略正
面図である。図３Ｂは図３Ａの線ＩＩＩ－ＩＩＩで切断された図３Ａの合成レンズの静的
要素の概略断面図である。図３Ｃは図３Ａの線ＩＩＩ－ＩＩＩで切断された図３Ａの合成
レンズの電気的に調整可能な要素の概略断面図である。
【図４Ａ－Ｃ】図４Ａと４Ｂは、本発明の１実施形態に基づく、電気的に調整可能な１つ
のレンズの反対の両側に形成された電極の概略正面図である。図４Ｃは、本発明の１実施
形態に基づく、図４Ａと４Ｂの装置の概略正面図であり、装置の反対の両側の電極の重な
りを示す図である。
【図５Ａ－Ｄ】図５Ａ－５Ｄは、本発明の１実施形態に基づく、図４Ａ－４Ｃの装置を使
用して形成される網膜像の点像分布関数を異なるレベルの画素寸法変化に対して概略示す
グラフである。
【図６Ａ－Ｃ】図６Ａと６Ｂは本発明の別の１実施形態に基づく、電気的に調整可能なレ
ンズの反対の両側に形成された電極の概略正面図である。図６Ｃは、本発明の１実施形態
に基づく、図６Ａと６Ｂの装置の概略正面図であり、装置の反対の両側の電極の重なりを
示す図である。
【図７Ａ－Ｃ】図７Ａと７Ｂは本発明の１つの代替実施形態に基づく、電気的に調整可能
なレンズの反対の両側に形成された電極の概略正面図である。図７Ｃは、本発明の１実施
形態に基づく、図７Ａと７Ｂの装置の概略正面図であり、装置の反対の両側の電極の重な
りを示す図である。
【図８－１０】図８は、本発明の１実施形態に基づく、電気的に調整可能なレンズの電極
の概略正面図である。図９は、本発明の別の１実施形態に基づく、電気的に調整可能なレ
ンズの電極の概略正面図である。図１０は、本発明の１実施形態に基づく、図８の装置の
画素と、均一の幅の画素を持つ装置における画素と、の間の位相変調の変化を概略示すグ
ラフである。
【図１１】本発明の１実施形態に基づく、電気的に調整可能なレンズの隣接する電極の間
の位相変調の変化を、電極間の異なるギャップ幅に対して概略示すグラフである。
【図１２－１３】図１２は本発明の１実施形態に基づく、電極間のバッファ層とレンズ内
液晶とを有する電気的に調整可能なレンズの概略断面図である。図１３は、本発明の１実
施形態に基づく、図１２の装置の画素とバッファ層の無い装置における、画素間の位相変
調の変化を概略示すグラフである。
【図１４－１６】図１４Ａおよび図１４Ｂは本発明の１実施形態に基づく、電気的に調整
可能なレンズの反対の両側に形成された電極の概略正面図である。図１４Ｃは、本発明の
１実施形態に基づく、図１４Ａと図１４Ｂの装置の概略正面図であり、装置の反対の両側
の電極の重なりを示す図である。図１５は本発明の１実施形態に基づき駆動された場合の
図１４Ａ－１４Ｃの装置により生成される位相変調関数を概略示す図である。図１６は本
発明の１実施形態に基づく、図１４Ａ－１４Ｃの装置の、電極を横断して印加される電圧
の関数としての位相変調曲線を概略示す図である。
【図１７Ａ－Ｄ】図１７Ａ－１７Ｄは本発明の１実施形態に基づく、図１４Ａの電極に印
加される電圧波形を概略示すグラフである。
【図１８Ａ－Ｄ】図１８Ａ－１８Ｄは本発明の１実施形態に基づく、図１４Ｂの電極に印
加される電圧波形を概略示すグラフである。
【図１９Ａ－Ｄ】図１９Ａ－１９Ｄは、図１７Ａ－１７Ｄおよび図１８Ａ－１８Ｄの波形
の異なる組み合わせを電極に印加した結果、電気的に調整可能なレンズ内の液晶の両端の
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間に生成される電圧波形を概略示すグラフである。
【図１９Ｅ－Ｇ】図１９Ｅ－１９Ｇは、図１７Ａ－１７Ｄおよび図１８Ａ－１８Ｄの波形
の異なる組み合わせを電極に印加した結果生ずる、電気的に調整可能なレンズ内の液晶の
両端の間に生成される電圧波形を概略示すグラフである。そして
【図２０】本発明の別の１実施形態に基づく、光学装置の概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　（概要）
画素格子を有する電気光学材料を用いた電気的に調整可能なレンズは、原則的に、局所屈
折率と画素ピッチの達成可能な範囲の制限内で、任意の所望の位相変調プロファイルを生
成することができる。しかし、眼科用のような多くの用途のための実用的なレンズの実現
には、非常に小さい画素の、大きなアドレス指定が可能な格子、例えば、５０μｍ以下の
ピッチの少なくとも４００Ｘ４００画素の配列、が必要とされている。
【００３１】
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルでは、画素は、典型的には、Ｎ行Ｍ列のマトリックス
状に配置されている。ＮｘＭ個の画素の各々は、他の画素全てと独立した、１組の可能値
（グレイレベル）を受け取ることができる。液晶（ＬＣ）層に印加される局所電圧を変化
させることによって異なる画素値が得られる。典型的には、電圧は時間変化し、時には液
晶応答時間よりも速い速度で正負の符号が入れ替わり（ＡＣ）、そして液晶は、平均電圧
が一定の閾値を超えている限り、実効平均印加電圧に応答する。
【００３２】
　本明細書に記載される本発明の実施形態は、新規の電気的に調整可能な光学装置を提供
し、それは従来技術の装置に比べて向上した光学的性能を達成することができる。開示さ
れた装置は、円柱型レンズ（１つの軸に沿った集束を有し、ストライプ電極の配列を使用
）として動作する、または２軸収束を有する球面レンズをエミュレートするように構成さ
れてもよい。屈折力と、光軸の位置、すなわち、このように定義されたレンズの実効中心
点又は軸、の両方が、適切な制御電圧を印加することによって自由にかつ迅速に変調する
ことができる。上記ＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０５８９８９（特許文献４）
で記載される原理の上に構築されたその開示された実施形態は、新規で改善された特性を
追加している。本願の実施形態に従って構築された装置は、特に眼のレンズシステムに有
利であるが、しかし他の用途にも代替的に使用されてもよい。
【００３３】
　一般的に、その開示された装置（本明細書では電気的に調整可能なレンズと呼ばれる）
は、分離可能な任意の位相変調プロファイルを印加するように構成することができる。二
次元位相変調プロファイル
【数１】

は、２つの１次元関数の積に分解することができる場合には分離可能である：
【数２】

言い換えれば、その開示された装置は、それぞれの互いに直交する軸に沿って変化する、
２成分関数に分離可能な１つの関数として定義された任意の位相変調プロファイルを印加
することができる。そして位相変調プロファイルは第１および第２の成分関数に起因する
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それぞれの位相偏移の和を含む。位相が周期２πの周期的関数であるため、この文脈では
用語「和」は、法２ｎπのモジュロ和を含むものと理解されるべきであり、ここにｎは整
数である。いくつかの実施形態では、ｎは、第１と第２の成分関数の少なくとも幾つかの
異なるペアに対し、異なるそれぞれの値を有してもよい。
【００３４】
　開示された実施形態のいくつかでは、光学装置は電気光学層を備え、それは、上述した
ように、その層の活性領域内の任意の場所での局所実効屈折率が、その位置の近傍で電気
光学層の両端に印加される電圧によって決定されることを意味する。一般的に電気光学層
は、液晶層、場合により偏光に無関係な液晶層（例えば、コレステリック液晶層のような
）からなるが、他のタイプの電気光学材料を替わりに使用してもよい。１つの共通電極が
、電気光学層の一方の側で活性領域の上方に配置される。導電性材料から作られ、そして
相互に平行な軸を持つ励起電極の１つの配列が、電気光学層の反対側で活性領域の上方に
延在する。
【００３５】
電気光学層の位相変調プロファイルを駆動し変調するために、制御回路は、励起電極にそ
れぞれの制御電圧を印加する。典型的には、各励起電極は制御回路によって個別に接続さ
れ制御され、それによりいくつかの又は全ての励起電極に印加される電圧波形は同時に変
調可能である。この構成は、ストライプの間の距離と、電気光学層の厚さとによってのみ
制限される解像度を有する、任意の調整可能な一次元プロファイルの光学装置（例えば、
円柱型レンズなど）を提供する。装置の位相変調特性は、制御回路の処理速度および電気
光学層の応答時間によってのみ制限される速度で変調することができる。
【００３６】
いくつかの実施形態では、このタイプの２つの装置は、球面レンズを近軸近似下でエミュ
レートすることができる機器を提供するために、一つの装置の励起電極を他の装置の励起
電極と直交する方向に配向して、直角に重ねられてもよい。
【００３７】
他の実施形態では、光学装置は、電気光学層の反対の両側に第１及び第２の励起電極の配
列を有する電気光学層を有し、第２の配列は第１の配列と直交する方向に配向している。
制御回路は、両方の配列の励起電極にそれぞれの制御電圧波形を印加し、そして電気光学
層の両側の多重の励起電極（および場合により励起電極の全て）に印加される制御電圧を
変調することが可能である。制御回路は、電気光学層内に特定の位相変調プロファイルを
生成するために、第１および第２の配列内の励起電極に印加されるそれぞれの制御電圧波
形を同時に変調してもよい。
【００３８】
後者の実施形態では、時分割多重方式が必要とされず、行と列の両方の電圧波形はデータ
依存性である。電圧波形は、電気光学材料内で線形位相応答を生成するように選択される
。形式的に述べると、液晶に印加される電圧波形に関連して使用される用語「線形位相応
答」とは、位相値の事前設定の第１の組
【数３】

に対応して、
１組の電圧波形
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【数４】

が第１の組の電極に印加され、そして、位相値の事前設定の第２の組

【数５】

に対応して、
１組の電圧波形

【数６】

が第１の組の電極と直角に配置された第２の組の電極に印加される場合、ｉ＝１．．Ｎお
よびｊ＝１．．Ｍのそれぞれに対する、電圧波形Ｖ（ｔ）が電気光学層に印加される時の
電気光学層を通過する光に対する位相変調プロファイル
【数７】

は、
【数８】

で与えられる、ことを意味する。
【００３９】
したがって、当技術分野で公知のＬＣＤパネルと異なり、Ｘ軸およびＹ軸電極の両方が、
データ依存性電圧波形で駆動され、そして全ての電極が同時かつ独立して駆動されうる。
この文脈で使用される用語「同時に」は、駆動波形が、電極により定義される配列の異な
る行と列内の多重の画素に、時分割多重化することなく、同時に印加されることを意味す
る。「独立して」という用語は、異なるデータ依存性波形がＸ軸とＹ軸の両方に沿って、
各電極に印加されうることを意味する。制御回路は、典型的には、異なる１つの電極に、
異なる振幅で、および／または一般的には異なるデューティ比を持つ時間波形で、それぞ
れの電圧を印加してもよい。（本明細書および請求項で使用される「デューティ比」とい
う言葉は、所定の波形のそれぞれの時間期間の間で、波形の電圧がゼロでない時間の比率
を意味する。）
【００４０】
本明細書に記載される幾つかの実施形態は、装置の電極により課せられる画素化された構
造に起因して起こり得る、鋭い相転移や回折効果を減少させることにより、滑らかで連続
する位相変調を獲得することを指向している。さらにあるいは、幾つかの本願発明の実施
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形態は、電気的に調整可能なレンズの画素のような周期的構造からの光の散乱に起因する
ゴースト画像を、明確な周期をもつ構造の使用を避けることにより防止することを指向し
ている。例えば従来技術で既知の装置の均一なストライプの電極に代わって、本発明の幾
つかの実施形態では、励起電極は異なるそれぞれの幅（電極の長軸に直角な横方向で計測
した場合）を有する。異なる電極は異なる幅を有してもよく、または、幾つかの場合には
、少なくとも幾つかの電極の幅はそれら電極自身のそれぞれの軸に沿って変化してもよい
。さらにあるいは、装置の位相変調プロファイルが、フレネルレンズのプロファイルにお
けるように、急激な転移を含むことを意味している場合、これらの転移は、より鋭い、よ
り正確な転移を与えるため、他の電極に比べて狭い幅の電極において起こるようにされて
もよい。
【００４１】
急激な転移はまた、画素化されたレンズ装置において、隣接する電極間のギャップに起因
して望まない場所に出現する。本発明の幾つかの実施形態では、この問題はギャップ幅を
狭める、一般的には電気光学層の層厚より小さく、できれば層厚の半分より小さくするこ
とにより対処される。さらにあるいは、透明な絶縁材料を有するバッファ層が励起電極と
電気光学層の間に挿入され、それにより電極間のギャップに隣接する、電気光学層の領域
において位相変調を滑らかにする。
【００４２】
（システムの記述）
　図１は、本発明の実施形態に基づく、光学システム２０の概略側面図である。図示され
る実施形態では、システム２０は、ユーザの眼２２の視力に対する動的矯正を提供する眼
用レンズとして機能するように構成されている。しかし本実施例は、本発明の原理の可能
な用途の単に非限定的な一例である。
【００４３】
　システム２０は、「静的」レンズ２４、２６及び２８とレンズ２６に埋め込まれた「動
的」レンズ３４を有する。完全を期すためにここでは３つの静的レンズが示されているが
、多くの用途では、１つまたは２つの静的なレンズのみが必要とされ、そして動的レンズ
が組み込まれたレンズ２６のような、単一の静的なレンズの使用で十分である。動的レン
ズ３４は、一つまたはそれ以上の電気的に調節可能な光学装置を含み、それは本明細書に
記載されている任意の適切な形態でよい。レンズ２４、２６及び２８は、それらの屈折力
が固定されているという意味で「静的」である。レンズ３４は、光学システム２０の屈折
力を変調する、可変位相変調プロファイルを有するという意味で動的である。光レンズ２
４、２６及び２８は、システム２０のベースラインの屈折力を提供し、それは動的レンズ
３４の操作により動的に調整される。
【００４４】
　制御ユニット（図示せず）が動的レンズ３４の屈折力とアライメントを調整するために
動的レンズ３４を制御する。例えば、眼２２がその距離で焦点を結ぼうとする距離に調節
するために、屈折力が増加または減少されてもよい。レンズ３４は、おそらく非球面成分
を加えて、球面レンズをエミュレートするように設定することができる。さらにあるいは
、レンズ３４は、非点収差レンズとして機能することができる。
【００４５】
別の例では、それは図１に示されているが、動的レンズ３４の光学的中心線が、横方向に
シフトし、それによりシステム２０の光軸が、基準軸３０から、偏向軸３２にシフトする
。この種の軸シフトは、システムの光軸をユーザの注視角と動的にアライメントするため
に、可能性として目のトラッキングと協働して適用されうる。
【００４６】
より一般的には、レンズ３４は、プロファイル内の位相偏移の範囲が、動的レンズ３４に
おける屈折率変化の範囲及び電気光学層の厚さにより達成可能な限り、適切な制御電圧を
印加することより制御され、水平成分と垂直成分に分離可能な実質的に任意の所望の位相
プロファイルを実現することができる。必要とされる位相偏移の範囲を減少させるため、
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レンズ３４がフレネルレンズとして動作するように制御電圧が選択されてもよい。
【００４７】
　図２Ａおよび図２Ｂは、本発明の実施形態による、電気的に調整可能な動的レンズ３４
の詳細を示す図である。図２Ａはレンズ３４に使用される励起電極４４の断面図であり、
一方図２Ｂは正面図である。この例では、励起電極４４は、レンズ３４の電気光学層４８
の片面のみに形成され、他方側には共通電極４６を有し、それによりレンズ３４の図示さ
れた構成要素は動的な円柱レンズとして機能する。このような場合には、レンズ３４は、
典型的には、二次元レンズをエミュレートするために、軸が互いに対して直角に配向した
２つの円柱レンズを有する。あるいは、レンズ３４は、図示されそして以下に詳細に記載
されるように、電気光学層の反対の両側に２つの励起電極の配列を有してもよい。
【００４８】
　直列な円柱レンズのペアは、多数の異なる方法で二次元レンズをエミュレートするよう
に構成することができる：電気光学層が偏光依存性（すなわち、特定の偏光においてのみ
光を変調する）の場合、２つの円柱レンズは、光学的円柱軸が直交しているにもかかわら
ず、それぞれの偏光軸が互いに平行になるように構成されそして取り付けられてもよい。
あるいは、第１および第２の円柱レンズが、平行でない偏光軸を有する場合（例えば、偏
光軸がそれぞれの円柱の軸に平行な場合）、光の偏光を第１偏光から第２偏光へ回転させ
るために追加の光学素子が２つの円柱レンズの間に配置される。この種の配置は、以下の
図２０に示される。もちろん電気光学層が偏光に依存しない場合は、これに関する特別な
措置は必要ない。
【００４９】
液晶（ＬＣ）層のような電気光学層４８は、当技術分野で知られているように、適切なカ
プセル化により含まれている。カプセル化は、活性物質の漏れを防止するための活性領域
の両側の密封を含んでもよい。さらにあるいは、カプセル化は、活性領域内の液晶分子の
正確な配向を確実にするために、上部及び下部基板上に配向層を含んでもよい。例えば、
配向層は、分子配向軸を規定するラビング処理ポリイミドの薄層を含むことができる。
【００５０】
電気光学層４８は活性領域（例えば電気光学層４８内の、実際に液晶を含む領域）内の任
意の場所において、その場所でその層の両端に印加される電圧によって決定される局所的
実効屈折率を有する。電気光学層４８内の液晶は複屈折性でもよく、その場合レンズ３４
またはシステム２０は、電気光学層４８により通過されそして屈折される偏光を選択する
ため、既存技術で公知の通り偏光子を有する（簡便のため図からは省略されている）。あ
るいは偏光子の必要性を回避するために、このような直交する複屈折軸を有する２つのレ
ンズが連結され、それによりそれぞれのレンズが異なる直交する偏光上で動作してもよく
、あるいは、コレステリック液晶材料の層のような、偏光に依存しない液晶層を使用して
もよい。
【００５１】
ガラスブランクのような透明基板４０及び４２は、電気光学層４８の両側に配置され、電
極４４，４６は、それら基板上に配置されている。当技術分野で知られているように、電
極は、一般的にインジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）などの透明導電性材料から構成される
。あるいは、妨害的な光学効果を引き起こさないように十分に薄い限りは、非透明電極が
使用されてもよい。基板４２上の共通電極４６は、電気光学層４８の一方の側で、その活
性領域の上方に配置される。相互に平行な軸４９を持つ、基板４０上の透明導電性材料の
平行なストライプからなる励起電極４４の１つの配列は、電気光学層４０の反対側の活性
領域の上に延びる。（励起電極の軸４９は電極の長手方向に沿って伸長し、またこの文脈
における「平行」とは、また、数度の角度だけずれた電極を含んでもよい。）
【００５２】
図に示す電極パターンは、例えば基板４０及び４２上にリソグラフィーにより形成されて
もよく、その後基板は、既存技術で既知の接着剤またはエッチングされたスペーサを使用
することにより所定の距離、一般的に数ミクロン、で互いに接着される。その後電気光学
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層４８が挿入され、基板間の隙間に封入される。視覚的明確化のため幾つかの電極４４し
か図２Ｂに示されていないが、実際にはレンズ３４は一般的に、良好な光学的特性のため
、少なくとも１００個の励起用ストライブ電極、場合によって４００個以上の電極を含む
。
【００５３】
制御回路３８は、電極４６の共通電圧レベルに対して相対的なそれぞれの制御電圧を、励
起電極４４に印加するように接続される。制御回路３８は、一般的に既存技術で既知の増
幅器および／またはスイッチからなり、それはそれぞれの励起電極４４に印加される電圧
の振幅又はデューティサイクルのいずれか、またはその両方を制御する。電極に印加され
る振幅および／またはデューティサイクルのパターンは、電気光学層４８の位相変調プロ
ファイルを決定する。制御回路３８内の回路要素は、一般的には、シリコンチップとして
製造され、それはその後、基板４０上に接着される。あるいは、回路３８の一部またはす
べての要素は、別の１つのチップ上に形成され、適切なボンディングワイヤまたは他の接
続によって基板４０に接続されてもよい。いずれの場合においても、制御回路は、図２Ｂ
に示すように、電極の配列の脇に配置することができ、そして制御回路のどの部品も電気
光学層４８の活性領域の上方に配置される必要がない。
【００５４】
制御回路３８は、１組の励起電極４４のそれぞれ（電極の全てを含んでいてもよい）に印
加される制御電圧を同時にかつ独立して、変調することができる。例えば、制御回路３８
は、配列内のすべての奇数番目の電極に印加される制御電圧を、全ての偶数番目の電極と
交互に更新することができる。この種のアプローチは、大きな電極数に容易に拡大でき、
従って、大きな画素数と高分解能とを有する電気調整型光学システムの作成に使用するこ
とができる。
【００５５】
励起電極４４は画素の１つの配列を作り、そのピッチは、図２Ｂに示すように励起電極間
の中心線間の距離ｐにより画定される。導電性励起電極自体の幅ｗは画素の寸法を画定し
、一方電極間のギャップｇは画素間の分離に影響し、画素間位相偏移に影響を及ぼす。電
極配列のこれらの寸法的パラメータは図２Ａに示される電気光学層４８の厚みｄと比較さ
れる。
【００５６】
既存技術で既知のほとんどの液晶装置とは対照的に、レンズ３４の電極間距離ｐは、電気
光学層４８の厚さｄの４倍未満であり、そして厚さの２倍未満であってもよい。さらにあ
るいは、電極間のギャップｇは電気光学層４８の厚さより小さくて良く、場合によっては
層厚の半分未満でよい。いくつかの実装形態では、電極間ピッチｐは層厚ｄより小さくて
良い。この寸法選択は画素７６の高い実効フィルファクターを可能にする。さらに比較的
厚い電気光学層４８は、レンズ３４が広範囲の異なる位相偏移を生成することを可能にし
、一方小さなピッチは高解像度での屈折率変調、従って位相偏移をサポートする。この寸
法選択から生じる隣接する画素間のクロストークは、実際には、装置の位相変調プロファ
イルを平滑化するのに有益であり、したがって従来のレンズの二次形状をより密接に近似
する。これらの特徴は以下でさらに分析される。
【００５７】
図３Ａ－３Ｃは本発明の１実施形態に基づく、合成レンズ２６を概略示し、それは静的要
素５０とレンズ３４の形態での電気的に調整可能な要素を含む。図３Ａはレンズ２６の正
面図であり、一方図３Ｂおよび３Ｃは、それぞれ図３Ａの線ＩＩＩ－ＩＩＩで切断された
静的要素５０と電気的に調整可能な要素の概略断面図である。
【００５８】
静的要素５０はレンズとして構成され、特定の屈折力を持つ、曲がった外部表面を有する
透明の物質からなる。静的要素５０の内部表面は、レンズ３４の要素を収容するための少
なくとも２つの重なり合うそれぞれ深さｈ１、ｈ２のへこみ５６、５８、および溝５９を
有する。詳細には、へこみ５６，５８の寸法および形状は基板４２と４０がそれぞれこれ
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らのへこみに適合するように選択される。深さｈ１は基板４２と電気光学層４８を合わせ
た厚みに等しく、それはその側面を封止剤５４により囲まれる。深さｈ２は基板４０を含
むのに十分であり、場合によってその上のカプセル化層を含む（不図示）。制御回路３８
の電気的接点５２が基板４０の端部に配置され、溝５９に適合してはまる。溝５９内のソ
ケットまたは接続パッドが接点５２を、外部電源および入出力回路への小さなフレキシブ
ルプリント基板５３または他のリンクに接続する。あるいは動的レンズ３４が１つ以上の
側面にコネクタを有し、静的要素５０の両側に形成された対応する溝５９を有してもよい
。
【００５９】
基板４０と４２により画定される動的レンズ３４の十字型形状は、静的レンズに搭載する
には便利であるが、しかし他の形状も選択肢として使用できる。例えばある場合には、基
板の１つの両方の寸法が他の基板より小さい。もう１つ別の事例では、すくなくとも１つ
の基板の少なくとも１つの側面が丸みを持ち、静的レンズの丸みを帯びた形状に適合する
。さらにあるいは、垂直な円筒軸の２つの円筒動的レンズのような多重の動的レンズが積
み重ねられ、そしてその同一の静的レンズ内にカプセル封入される。
【００６０】
（幅が均一でない電極）
図４Ａ－４Ｃは本発明の１つの実施形態にもとづく、電気的に調整可能なレンズ６６を概
略示す。図４Ａと４Ｂはレンズ６６の反対の両側６０と６２に形成された電極６４の正面
図である。図４Ｃはレンズ６６の正面図であり、レンズの反対の両側の電極６４の重ね合
わせを示す。６０の側の水平電極と６２の側の垂直電極との交点は画素６８の配列を画定
する。
【００６１】
均一の寸法の小さな画素が、例えば視力矯正用のレンズで使用されると、画素の規則的な
ピッチが有意の回折を生じ、邪魔なゴースト画像を被験者の網膜に形成しうる。レンズ６
６はこの問題を、異なる、それぞれの、横方向の、即ち軸方向に垂直な方向の幅を持つ電
極６４を使用することにより解決する。連続する電極の幅は所定の平均値の周りの事前設
定の標準偏差でランダム化されている。発明者らは、電極の幅が幅の平均値の少なくとも
１０％の標準偏差で互いに異なる場合、ゴースト効果が殆ど測定不可能なほど回折効果が
抑制されることを発見した。幅の標準偏差が２０％以上の場合、ゴースト画像は殆ど消滅
する。レンズ６６は相互に垂直な２つの電極６４の配列を有するが、この実施形態の原理
は単一の電極配列のみからなる電気的に調整可能なレンズに対しても、準用して同様に適
用可能である。
【００６２】
図５Ａ－５Ｄは、本発明の１実施形態に基づく、図４Ａ－４Ｃの装置を使用して形成され
る網膜像の点像分布関数（ＰＳＦ）を、異なるレベルの画素寸法変化に対して概略示すグ
ラフである。ＰＳＦを計算するために、眼は、１７ｍｍの焦点距離、瞳孔寸法４ｍｍの完
全なレンズであると仮定され、一方レンズ６６は平均画素ピッチ１０μｍそして焦点距離
１ｍのフレネルレンズとして動作するように駆動される。眼の光軸はレンズ６６の中心に
対して５ｍｍ偏移していると仮定され、それは回折効果を増大させる。
【００６３】
それぞれの図５Ａ－５Ｄは、上記で定義された方式における、ミクロンで表された異なる
電極幅の標準偏差σにおける、回折次数に対する振幅を示す。図５Ａ－５Ｄは、高い回折
次数を強調するようにスケーリングされ、図面では見られないゼロ次のピーク値は、０．
０２である。図５Ａに示すように、１０％の標準偏差を意味するσ＝１ミクロンに対して
は、１次回折次数はゼロ次の０．３％未満に減少し、したがって、見えるとしてもかろう
じて知覚できる。高い標準偏差については、１次回折次元は、さらに減少している。標準
偏差の増加に伴って総散乱光が低減されず、そしてわずかに増加さえしているが、しかし
この散乱は、被験者の視力を妨げない。
【００６４】
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図６Ａ－６Ｃは、本発明の代替的な実施形態による、電気的に調整可能なレンズ７６を概
略示す図である。図６Ａと６Ｂはレンズ７６の反対の両側７０と７２に形成された電極７
４の正面図である。図６Ｃはレンズ７６の正面図であり、レンズの反対の両側の電極７４
の重ね合わせを示す。７０の側の水平電極と７２の側の垂直電極との交点は画素７８の配
列を画定する。
【００６５】
図６Ａ及び図６Ｂに見ることができるように、電極７４の幅は、互いに異なるだけでなく
、電極の軸に沿って変化している。（電極７４の軸は、電極の長手方向に沿った重心軸で
あるように設定され、それらは小さな偏差で平行である。）したがって、画素７８の大き
さと形状の両方がレンズ７６の領域にわたって変化し、そして回折効果は無視できる。説
明を明確にするために、図６Ｃ中の寸法変化は非常に大きいが、実際の実施では変化は、
所望の位相変調プロファイルの正確な生成を可能にするために一般的にはより小さい。代
替的には、電極７４の幅の変化は、本図に示すようにランダムな振幅を有する周期的なも
のであるよりはむしろ、滑らかであってもよい。
【００６６】
図７Ａ－７Ｃは、本発明の代替的な実施形態による、電気的に調整可能なレンズ７７を概
略示す図である。図７Ａと７Ｂはレンズ７７の反対の両側７１と７３に形成された電極７
５の正面図である。図７Ｃはレンズ７７の正面図であり、レンズの反対の両側の電極７５
の重ね合わせを示す。７１の側の水平電極と７３の側の垂直電極との交点は画素７９の配
列を画定する。
【００６７】
図７Ａ及び図７Ｂに見ることができるように、電極７５の幅はほぼ一定であるが、その中
心点は、電極のそれぞれの軸に沿って変化する量だけ横方向にずれていて、電極の軸はこ
こでもまた電極の長手方向に沿って重心軸に設定されている。この例では、全ての電極の
軸に沿って測定された側面７１又は７３の端部からの横方向の偏移が一定であり、それに
より一定の電極幅が維持され、しかし代替的には、任意の電極の幅と偏移は変化してもよ
い。電極の変化する横方向偏移は、空間フーリエ変換において画素７９のピッチに対応す
る変化をもたらし、それにより、そうでなければ生成される回折ピークとゴースト画像を
軽減する。
【００６８】
　図６Ａ－６Ｃおよび図７Ａ－７Ｃは、電極７４又は７５の配列が両側でクロスして延在
するレンズ７６と７７を示しているが、これらの実施形態の原理は、同様に、不均一な幅
および／または偏移を持つ電極が電気光学層の片面のみに伸長している円筒レンズで実施
することができる。互いに直交する２つのレンズの電極軸を有する、このような円柱レン
ズの１組は、レンズ７４または７５と実質的に同一の集束効果を達成するために使用する
ことができる。
【００６９】
電極間の領域の滑らかさを維持するために、制御回路３８によって印加される隣接する電
極を駆動するための波形は、一般的に同じ極性でなければならない。この規則の例外は、
フレネルレンズにおけるように、位相変調プロファイルの急激な転移が存在する場合に発
生する。この場合、制御回路は、位相変調プロファイルの急峻な変化を達成するために、
急激な相転移の近くにある相互に隣接する励起電極の組に対し、反対の極性のそれぞれの
制御電圧波形を印加してもよい。
【００７０】
　追加的または代替的に、電気光学層の位相変調プロファイルの急激な転移は、転移の両
側にある電極を、所定の位相変調振幅に対する公称電圧をオーバーシュートまたはアンダ
ーシュートする電圧で駆動することによって鮮鋭化することができる。しかしながら、上
述のように、幅広の電極が使用される場合、電気光学層内の対応する幅広の領域にわたる
オーバーシュート及びアンダーシュートは、レンズの集光品質に負の影響を与える可能性
がある。この問題は、以下の図に示すように、異なる、それぞれの幅を有する電極を使用
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することによって対処することができる。これらの実施形態の特徴は、上記の実施形態の
ものと組み合わせることができ、そして電気光学層の一方の側に励起電極の単一の配列を
有するか、反対の両側に互いに垂直に配置される２つの配列を有するか、のいずれかの装
置で実施されてもよい。
【００７１】
　図８は、本発明のこのような１つの実施形態による、電気的に調整可能なレンズ８０の
電極８２、８４の概略正面図である。レンズ８０の設計は、狭い電極８４がメイン変調電
極８２の中に散在する。狭い電極８４の幅は、一般的にメイン変調電極８２の半分以下の
幅であり、更にそれ以下であってもよい。実際には、狭い電極８４の幅は、電極間のギャ
ップ幅４倍より大きくなく、または可能性としてギャップ幅と等しいかそれ以下でもよい
。この電極の幅は、電気光学層自体の厚さより小さくてもよい。
【００７２】
　制御回路によって印加される制御電圧波形は、位相変調プロファイルの急激な転移が狭
い電極８４の近傍で発生するように調整される。狭い電極はこれら転移を鮮鋭にするため
、必要に応じてオーバーシュートまたはアンダーシュート電圧で駆動される。しかし狭い
ストライプ幅のため、オーバーシュートまたはアンダーシュートが、相転移境界における
狭い空間帯域に制限され、一方メイン変調電極８２により生成された位相変調プロファイ
ルの残りの部分は滑らかで良く形成されている。
【００７３】
　本発明のいくつかの実施形態では、このようなフレネルレンズのような急激な相転移を
有する位相変調関数が図８に示すような構造で実装される場合、電気光学層によってサポ
ートされる位相変調値の範囲は、位相変調関数における急激な転移の間の間隔に対する、
狭い電極８４の密度との比率に比例して増加する。狭い電極の密度が高いと、位相変調値
の必要な範囲の増加がより小さくなる。例えば、２πの急激な相転移を有する、離間距離
Ｘだけ離れているフレネルプリズムは、Ｘ離間している電極構造が２πから０への急激な
転移をサポートする限り、０から２πの位相変調値をサポートする電気光学層を用いて実
施することができる。しかしながら、急激な転移が狭い電極８４の位置に限定され、そし
て、狭い電極の位置と位相変調関数の急激な転移の場所との間の完全な重なりはない、実
際のケースでは、電気光学層は２πよりも大きい変調範囲をサポートする必要がある。例
えば、狭い電極の間の距離が０．３Ｘである場合、狭い電極の位置にマッチするため、い
くつかの急激な転移は１．２Ｘだけ離間されなければならない（そして他の場所では０．
９Ｘだけ離間）。このような場合には、電気光学層の位相変調範囲は、２０％大きく、０
から２．４πの範囲をカバーしなければならない。狭い電極が２Ｘ離れている場合は、急
激な転移もまた２Ｘ離れ、そして活性層は０から４πの位相変調範囲をサポートする必要
がある。
【００７４】
　図９は、本発明の代替的な実施形態による、電気的に調整可能なレンズ８６における電
極８２、８４の概略正面図である。この実施形態は、図８のものと同様だが、レンズ８６
の狭い電極８４は、印加される波形および位相変調分布のより正確な局所的制御を可能に
するために対にされる。この場合、１対の狭い電極の一方は、過大電圧で駆動され、他の
一方は過小電圧で駆動されてもよい。
【００７５】
図１０は、本発明の実施形態による、２つの電気的に調整可能なレンズにおける位相変調
の変化を示すグラフである。実線の曲線９０は、均一な幅の電極を有するレンズの位相変
調プロファイルにおける２πの転移を示し、一方破線の曲線９２は、図８の装置のように
、狭い電極８４を用いて達成されるシャープな転移を示す。両方の場合の電極間のギャッ
プはｇ＝２μｍ、そして電極８４は幅２μｍである。電極は、振幅３．３Ｖのパルス幅変
調（ＰＷＭ）信号で駆動される。図１０の左側の低位相電極は、５％のデューティサイク
ル（Ｖｒｍｓ＝０．７４Ｖ）を有し、図の右側の高位相電極は、２０％のデューティサイ
クル（Ｖｒｍｓ＝１．４７　Ｖ）を有する。曲線９２を生成するために、転移の高い側の
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電極８４は２６％のデューティサイクル（Ｖｒｍｓ＝１．６８Ｖ）で、オーバーシュート
電圧で駆動される。位相変調関数の２π転移は、このように電圧オーバーシュートと狭い
電極８４を使用する場合に、目に見えてより急峻である。
【００７６】
（望まない位相変化を避ける）
　前の図２Ａおよび図２Ｂに示すように、画素化された電気的に調整可能なレンズの最も
基本的なパラメータはピッチｐであり、それは変調関数の空間的なサンプリングレートを
決定する。ピッチは、位相変調関数が画素間で有意に変化しないことを保証するのに十分
なほど小さくなければならない。
【００７７】
電極間のギャップ幅ｇは、滑らかで連続的な変調関数を達成するためにまた重要であり、
そして電気光学層の厚さｄよりもはるかに大きくてはいけない。もしｇ＞＞ｄの場合、電
極間のギャップの下の電気光学材料に印加される電界は、電極の下方に印加される電界よ
りも有意に小さく、その結果光変調関数の有意の不連続を生じる。したがって、ギャップ
幅ｇは、電気光学層の厚さｄより小さく、そして可能で配列ば電気光学層の厚さの半分未
満であることが望ましい。
【００７８】
図１１は、本発明の実施形態による、電極間の異なるギャップ幅における、電気的に調整
可能なレンズの隣接する電極間の位相変調の変化を示すグラフである。必要な位相変調は
４．７ラジアンで一定であるので、ギャップの両側の２つの電極に同一の電圧が印加され
る。液晶層の厚さはｄ＝５μｍとする。曲線９３、９４と９５は、それぞれギャップ幅ｇ
＝１０μｍ、ｇ＝５μｍ、ｇ＝２μｍの場合の電極間のギャップに隣接する液晶内の位相
変化を示す。
【００７９】
曲線９３、９４と９５は、滑らかで連続的な位相変調関数が必要とされる場合、小さなギ
ャップ幅を有することの利点を明確に示す。電気光学層の厚さよりも大きいギャップ幅の
曲線９３においては、位相変調は電極間で必要な４．７から０．９ラジアンに低下する。
電気光学層の厚さに等しいギャップ幅の曲線９４では、位相変調の低下は、それより極端
でなく、一方ギャップ幅が電気光学層の厚みの半分未満の曲線９５では、位相変調は４．
５ラジアンまでしか低下しない。従って、所定の製造上の制約（例えば、フォトリソグラ
フィ工程のフィーチャサイズのような）の下で達成可能な最小のギャップを使用すること
が殆どの場合に有益である。
【００８０】
図１２は、本発明の代替的な実施形態による、レンズ内に電極４４の間のバッファ層９８
と電気光学層４８を備える電気的に調整可能なレンズ９６の概略断面図である。バッファ
層９８は、ガラス又は適切なポリマー等の透明な絶縁体材料からなり、典型的には少なく
とも０．２μｍ、ほとんどの場合少なくとも０．５μｍの厚さを有し、それは電気光学層
から励起電極を分離する。バッファ層９８の内側表面は、電気光学層４８の一つの面に隣
接し、一方基板４０上の電極４４は、バッファ層の外側表面を横断して伸長する。図示の
実施形態では、基板４２上の共通電極４６が、電気光学層４８の活性領域を横断して伸長
する。しかし基板４２上にも電極パターンが存在する場合は、バッファ層９８と同様に、
追加のバッファ層（図示せず）を底部基板の頂部に配置することができる。
【００８１】
電気光学層４８中の電界が電極４４間のギャップにより最も影響され、図１１に示す望ま
しくない位相変調の変化をもたらす領域は、ギャップに隣接しバッファ層の近くの領域で
ある。バッファ層９８はこれらの領域から電気光学層４８の電気光学材料を遠ざけ、そし
てこの目的のため、バッファ層９８はギャップ幅の少なくとも４分の１の厚さを有するべ
きである。それにより、電気光学材料は、より滑らかな電場を経験し、そして位相変調は
より滑らかである。
【００８２】
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図１３は、本発明の実施形態によるレンズ９６内と、バッファ層なしの同等のレンズ内の
、画素間の位相変調の変化を示すグラフである。この事例では、電気光学層４８の厚さは
、ｄ＝５μｍであり、一方電極４４は、幅ｗ＝９μｍを有し、そしてギャップ幅ｇ＝３μ
ｍのギャップによって分離されている。曲線１００は、バッファ層なしの電気光学層４８
内の位相変化を示し、一方、曲線１０２は、厚さｂ＝１μｍのバッファ層９８を加えた位
相変化を示す。バッファ層は、光変調関数を平滑化し、そしてより連続的な変調を達成す
る。
【００８３】
他方でバッファ層は、フレネル型プロファイルにおける２ｎπの急激な相転移を滑らかに
し、従って、これらの領域での変調エラーを増大させる。これらのエラーは電気光学層４
８に直接隣接しているバッファ層９８の側（図１２では下側）に追加の狭い電極を配置す
ることによって減少させることができる。後者のこれらの電極は、図７－９を参照して上
述したようなやり方で、急激な変調の変化を実行する際に使用することができる。
【００８４】
（分離型変調関数のための駆動波形）
　図１４Ａ－１４Ｃは、本発明の実施形態による、Ｘ方向及びＹ方向に分離可能な位相変
調プロファイルを生成する際に使用される、電気的に調整可能なレンズ１１２を概略示す
図である。図１４Ａおよび１４Ｂは、レンズ１１２の電気光学媒体（これらの図には示さ
れていない）のそれぞれ反対の側面１０６および１０８に形成された電極１１０の概略正
面図である。図１４Ｃは、レンズ１１２の概略正面図であり、装置の反対の両側の電極１
１０の重ね合わせによって画定される画素１１４の行列を示す。
【００８５】
先に述べたように、レンズ１１２は、駆動されて位相変調プロファイル
【数１】

を実行し、その位相変調プロファイルは分離可能であり、即ち、２つの１次関数の積に分
解することができる：
【数２】

言い換えると、分離型位相変調関数は２つの１次位相変調関数に分解される：
【数９】

　１次関数は位相角度θのＮ個の量子化レベルに量子化可能であり、例えば：
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【数１０】

したがって、本発明のいくつかの実施形態では、レンズ１１２の側面１０６及び１０８上
のＸ軸とＹ軸電極１１０に対するそれぞれの電圧波形Ｖｘ、ｋ（ｔ）およびＶｙ、ｋ（ｔ
）がこれら量子化レベルに対応して定義され、それにより、全てのレベルペア（ｋ１、ｋ

２）に対して、垂直電極にＶｘ、ｋ１（ｔ）を、水平電極にＶｙ、ｋ２（ｔ）を印加する
ことは、電極の交点にある画素１１４において以下の位相変調をもたらす：

【数１１】

ここで、θ０　は全ての画素に共通の定数の位相であり、それはレンズ１１２を通って伝
搬する光に影響を与えない。
【００８６】
例えば、以下の表Ｉは４つの位相変調レベル、θｋ＝ｋπ／２、ｋ＝０，１，２，３への
量子化を前提とした、１つの画素を画定する垂直および水平電極に印加された、電圧波形
の関数としての当該画素の位相変調を示す：

【表１】

【００８７】
本発明のもう１つの実施形態では、電圧波形Ｖｘ、ｋ（ｔ）およびＶｙ、ｋ（ｔ）は、位
相変調のダイナミックレンジを減少させることにより、より効果的な変調を可能にする方
法で定義される。詳細には、電圧波形Ｖｘ、ｋ（ｔ）およびＶｙ、ｋ（ｔ）は、任意の（
ｋ１、ｋ２）に対し、垂直電極にＶｘ、ｋ１（ｔ）を、水平電極にＶｙ、ｋ２（ｔ）を印
加することが次式の位相変調をもたらす、ように定義される：

【数１２】

ここでｌｋ１、ｋ２は負でない整数である。この種の関数の簡単な事例は、次式で示され
るモジュロ位相加算である：
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【数１３】

以前記載したように、整数ｎの値は定数である必要は無く、成分波形の異なるペアに対し
て変化してもよい。
【００８８】
このアプローチの結果として、より薄い電気光学層が使用でき、急激な変化が必要な場合
、より険しい相転移が可能になる。あるいは、この種のアプローチは変調関数において位
相の不連続の数を減らすために使用できる。
【００８９】
以下の表ＩＩは４つの量子化レベル（表Ｉと同じ）に対するアプローチを示し、ここでｎ
＝１であり、即ち：

【数１４】

【表２】

【００９０】
電圧波形が表ＩＩによって定義される場合、電気光学層は表Ｉの場合の３πと比較して、
３π／２の動的位相変調レンジをサポートすることが必要であり、これにより、より薄い
活性層が可能となり、そして位相不連続が必要とされる場合により急激な転移が可能とな
る。
【００９１】
あるいは、所定の電気光学層の厚さに対して、位相の不連続の数を減らすために上記のア
プローチを使用することができる。この場合、駆動方式は、表ＩＩに示したものと同様で
あるが、しかしそれぞれの軸は０から４πまでの範囲の値（表ＩＩの２πの限界の代わり
に）で変調され、そして垂直方向と水平方向の電極上の位相和は法４π（表ＩＩの２πで
なく）である。表Ｉの方式を使用する場合、電気光学層が４π以上の動的変調範囲をサポ
ートしている場合でも、位相の不連続性は、Ｘ軸またはＹ軸のいずれかにおいて、必要な
変調が２πをまたぐたびに発生する。一方、表ＩＩに示したのと同様の方式を使用し、し
かしｎ＝２（法４π）の場合、位相の不連続性は、必要な変調が４πをまたぐたびに円筒
対称性をもって発生する。
【００９２】
図１５は、本発明の実施形態による、上述したように駆動された場合に、レンズ１１２に
よって生成される位相変調プロファイル１１６の概略図である。位相変調プロファイル１
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１６は、フレネルレンズをエミュレートし、０から４πまでの位相偏移の振幅スケール１
１８を持つ。プロファイル１１６は、振幅４πの急激な相転移によって分離された、中心
ローブ１２０と周辺次元１２２を含む。この方式は、振幅の２π毎の変化での転移を有す
るフレネルプロファイルに比べて、位相不連続の数を有意に減少させ、従って、位相変調
器のなかでこれら急激な転移が占める領域を減少させ、それにより位相変調関数の精度を
向上させる。
【００９３】
図１６は、本発明の実施形態による、レンズ１１２内の電極１１０に印加される電圧の関
数としての位相変調曲線を示すグラフである。図１６に示すように、θ０、θ０＋π／２
、θ０＋πおよびθ０＋３π／２の位相変調が、それぞれ１．０２Ｖ、１．１４Ｖ、１．
２９Ｖおよび１．４６Ｖの平均二乗平方根（ＲＭＳ）電圧を、画素を横断して印加するこ
とにより得られる。
【００９４】
図１７Ａ－１７Ｄ及び図１８Ａ－１８Ｄは、本発明の実施形態による、この種のデューテ
ィサイクル変調方式において電極１１０に印加される成分電圧波形を概略示すグラフであ
る。図１７Ａ－１７Ｄは、レンズ１１２の側面１０６上のＸ電極に印加される、異なるデ
ューティサイクルの４つの異なる波形を示し、一方図１８Ａ－１８Ｄは、側面１０８上の
Ｙ電極に印加される、同様に異なるデューティサイクルの、電圧波形を示す。この例にお
ける電圧波形は、３つの値：０および±２．５Ｖに制限され、そして表ＩＩの変調方式に
必要なθ０、θ０＋π／２、θ０＋πおよびθ０＋３π／２の位相変調を提供する。代替
的に、波形と変調方式の他の組み合わせが、同一またはより多い数の量子化レベルで構成
することができる。例えば、各電極が各時間スロットで４つ以上の電圧値の１つを受け取
ることができる、アナログ駆動を使用することができる。
【００９５】
図１７Ａ－１７Ｄ及び１８Ａ－１８Ｄに示された事例では、電気光学層に印加される電圧
は、電気光学媒体の応答時間より大きい周波数（例えば、液晶媒体に対しては、１００ヘ
ルツより大きい）の交番極性（ＡＣ）である。図１７Ａ－１７Ｄおよび図１８Ａ－１８Ｄ
に示される波形は、半周期である。実際には、これら波形は、電気光学層の応答が印加電
圧のＲＭＳ値にのみ依存するように、十分に大きな速度の交番極性で複製される。
【００９６】
図１９Ａ－１９Ｇは、図１７Ａ－１７Ｄおよび図１８Ａ－１８Ｄの波形の異なる組み合わ
せを、レンズの反対の両側１０６と１０８の上の電極１１０に印加した結果として、レン
ズ１１２の電気光学層を横断して生成される電圧波形を概略示すグラフである。簡潔かつ
単純にするために、１６の組み合わせ波形の一部のみが示されている。グラフのタイトル
は、波形の平均二乗平方根（ＲＭＳ）電圧値を含み、それは図１６に示すＲＭＳ値と一致
し、そして表ＩＩの位相偏移値に対応する。
【００９７】
この例のＸ電極とＹ電極の間の電圧差は、０、±２．５Ｖ、及び±５Ｖに制限されている
。多くの数の電圧値の使用は波形にさらに自由度を加え、それは幾つかの波形に出現する
短いパルスを除去するために使用できる。
【００９８】
（電気的に調整可能な直列円筒レンズ）
　図２０は、本発明の別の実施形態による光学システム１３０の概略側面図である。前述
したように、光学システム１３０は、直列に配置された、互いに直交する円柱軸を持つ、
２つの電気的に調整可能な円筒レンズ１３２及び１３４を含む。（例えば、レンズ１３２
の円筒軸は図の紙面の中で垂直方向であって、レンズ１３４の円筒軸は紙面の中に向かう
方向であってよい。）このように、レンズ１３２及び１３４は、２次元の変調プロファイ
ルを有する球面または非球面レンズをエミュレートするために、レンズ１３２及び１３４
のそれぞれの変調プロファイルの重ね合わせとして、一緒に制御することができる。
【００９９】
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製造を容易にするためには、レンズ１３２及び１３４は、例えば図２Ａと２Ｂに示すよう
に、同一の構造を有することが好都合である。電気光学層４８が、偏光依存性液晶のよう
な偏光依存性媒体を含むと仮定すると、レンズ１３２及び１３４の偏光軸は、互いに垂直
である。その結果、補正が存在しない場合に、レンズ１３２及び１３４は、異なる偏光で
動作する（従って、二次元レンズとしては効果がないであろう）。この制限を克服するた
めに、システム１３０は、四分の一波長板などの偏光回転子１３６を備える。したがって
システム１３０に入射する光が、レンズ１３２の偏光軸と整列して垂直偏光であると仮定
すると、偏光回転子１３６は９０°だけ偏光軸を回転させ、それによりその光がレンズ１
３４に入射する時に光の偏光軸はレンズ１３４の偏光軸と整列する。
【０１００】
明確化のため、上記の説明および対応する図は、電気的に調整可能なレンズのさまざまな
異なる特徴に別々に関連するが、これらの特徴は、決して相互に排他的であると考えるべ
きではない。逆に、当業者は上記説明を読んだ後に、これらの特徴が装置性能の更なる向
上を達成するために組み合わせることができることを理解しよう。したがって、上述の実
施形態は例として引用され、そして本発明は本明細書に特に示され上述されたものに限定
されない、ことを理解されたい。むしろ、本発明の範囲は、先行技術に開示されていない
、本明細書に記載された様々な特徴の組合せ及びサブ組み合わせ、ならびに前述の説明を
読めば当業者に想起されるそれらの変形および修飾の両方を含む。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学装置であって、
　電気光学層の活性領域内の任意の所与の位置において局所実効屈折率を有する電気光学
層と、
前記実効屈折率は，前記所与の位置において、前記電気光学層を横断して印加される電圧
波形により決定され、；
　前記電気光学層の対向する第１と第２の側面に伸長する導電性電極と、
前記導電性電極は、励起電極の１つの配列であって、それぞれ相互に平行な事前設定の方
向の軸に沿って、前記電気光学層の前記第１の側面を横断して伸長し、そして前記平行な
軸に垂直な横方向のそれぞれの幅が異なる、少なくとも第１と第２の電極を有する、励起
電極の１つの配列を有し；および
　それぞれの制御電圧波形を前記励起電極に印加し、そして、前記励起電極に同時にそし
て独立して印加される前記制御電圧を変調し、それにより前記電気光学層内に特定の位相
変調プロファイルを生成するように接続される、制御回路と；
　を有することを特徴とする、光学装置。
【請求項２】
　前記励起電極の前記それぞれの幅は、全ての前記励起電極の平均幅の少なくとも１０％
の標準偏差で互いに異なる、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　すくなくとも幾つかの前記励起電極の前記それぞれの幅は、前記励起電極の前記それぞ
れの軸に沿って変化する、ことを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記励起電極の配列は、前記電気光学層の前記第１の側面を横断して第１の方向に伸長
する第１の励起電極の第１の配列を有し、そして
　前記導電性電極は、前記電気光学層の前記第２の側面を横断し、前記第１の方向と垂直
な第２の方向に伸長する、第２の励起電極の第２の配列を有し、そして前記第２の配列は
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、異なるそれぞれの幅を有する少なくとも第３と第４の電極を有する、
ことを特徴とする請求項１－３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　前記導電性電極は、前記電気光学層の前記第２の側面上で前記活性領域の上方に配置さ
れる、１つの共通電極を有する、ことを特徴とする請求項１－３のいずれかに記載の装置
。
【請求項６】
　請求項５に記載の第１と第２の光学装置を有する機器であって、前記第１と第２の光学
装置は直列に配置され、そして前記第２の光学装置の前記励起電極は、前記第１の光学装
置の前記励起電極と直交する方向を向いている、ことを特徴とする機器。
【請求項７】
　前記第１と第２の光学装置は、それぞれ第１と第２の偏光依存性の電気光学層を有し、
そして前記第１の光学装置は光を第１の偏光において変調し、一方前記第２の光学装置は
光を前記第１の偏光とは異なる第２の偏光において変調するように配置され、
そして前記機器は、前記第１と第２の光学装置の間に配置される、光を前記第１の偏光か
ら前記第２の偏光に回転させる、偏光回転子を有する、
ことを特徴とする請求項６に記載の機器。
【請求項８】
　前記第１と第２の電極はそれぞれ第１と第２の幅を有し、前記第１の幅は少なくとも前
記第２の幅の２倍であり、そして前記制御回路は、前記特定の位相変調プロファイルが、
少なくとも１つの前記第２の電極の近傍で発生する急激な転移を有するように、それぞれ
の制御電圧波形を印加するように構成される、ことを特徴とする請求項１－７のいずれか
に記載の装置。
【請求項９】
　前記特定の位相変調プロファイルの生成は、前記装置に対しフレネルレンズとして機能
するようにさせる、ことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記電極は透明な導電性物質の平行なストライプを有し、前記ストライプは事前設定の
ギャップ幅のギャップを前記ストライプの間に有し、そして前記第２の電極の前記第２の
幅は前記ギャップ幅の４倍より大きくない、ことを特徴とする請求項８または９に記載の
装置。
【請求項１１】
　前記第２の電極の前記第２の幅は前記電気光学層の層厚より小さい、ことを特徴とする
請求項８－１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　前記位相変調プロファイルは、前記第２の電極の対応する１つの近傍で発生する多重の
急激な転移を有し、そして
　前記電気光学層は、前記急激な転移の間の間隔に対する前記第２の電極の密度の関係に
比例する、位相変調関数における位相変調の値の範囲を提供するように構成される、こと
を特徴とする請求項８－１１のいずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　前記電気光学層は液晶を有する、ことを特徴とする請求項１－１２のいずれかに記載の
装置。
【請求項１４】
　光学装置であって、
　電気光学層の活性領域内の任意の所与の位置において局所実効屈折率を有する電気光学
層と、
前記実効屈折率は，前記所与の位置において、前記電気光学層を横断して印加される電圧
波形により決定され、前記電気光学層は対向する第１と第２の側面を有し、そして前記第
１と第２の側面の間の距離に等しい層厚を有し、；
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　前記電気光学層の前記第１と第２の側面に伸長する導電性電極と、
前記導電性電極は、励起電極の１つの配列であって、前記配列が透明な導電性物質の平行
なストライプを有し、前記ストライプはストライプの間のギャップ幅が２μｍより大きく
なく、前記電気光学層の前記層厚より小さい、ギャップを有する励起電極の１つの配列を
有し、；および
　それぞれの制御電圧波形を前記励起電極に印加し、それにより前記電気光学層内に特定
の位相変調プロファイルを生成するように接続される、制御回路と；
　を有することを特徴とする、光学装置。
【請求項１５】
　前記ギャップ幅は前記電気光学層の前記層厚の半分より小さい、ことを特徴とする請求
項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記電気光学層は液晶を有する、ことを特徴とする請求項１４または１５に記載の装置
。
【請求項１７】
光学装置を製造する方法であって、前記方法は：
電気光学層を提供するステップと、
　　前記電気光学層は、電気光学層の活性領域内の任意の所与の位置において局所実効屈
折率を有し、
　　　前記実効屈折率は，前記所与の位置において、前記電気光学層を横断して印加され
る電圧波形により決定され、；
　導電性電極を前記電気光学層の対向する第１と第２の側面に配置するステップと、
前記導電性電極は、励起電極の１つの配列であって、前記配列が、前記電気光学層の前記
第１の側面を横断して、それぞれの相互に平行な軸に沿った事前設定の方向に伸長し、そ
して前記平行な軸に垂直な横方向の異なるそれぞれの幅を有する、少なくとも第１と第２
の電極を有する励起電極の１つの配列を有し、；および
　それぞれの制御電圧波形を前記励起電極に印加し、そして、前記励起電極に同時にそし
て独立して印加される前記制御電圧を変調し、それにより前記電気光学層内に特定の位相
変調プロファイルを生成するために制御回路を接続するステップと；
　を有することを特徴とする、光学装置を製造する方法。
【請求項１８】
　前記励起電極の前記それぞれの幅は、全ての前記励起電極の平均幅の少なくとも１０％
の標準偏差で互いに異なる、ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　すくなくとも幾つかの前記励起電極の前記それぞれの幅は、前記電極の前記それぞれの
軸に沿って変化する、ことを特徴とする請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記励起電極の配列は、前記電気光学層の前記第１の側面を横断し第１の方向に伸長す
る第１の励起電極の第１の配列を有し、そして
　前記導電性電極を配置するステップは、前記電気光学層の前記第２の側面を横断し、前
記第１の方向と垂直な第２の方向に伸長する第２の励起電極の第２の配列を配置するステ
ップを有し、そして前記第２の配列は異なるそれぞれの幅を有する少なくとも第３と第４
の電極を有する、
ことを特徴とする請求項１７－１９のいずれかに記載の方法。
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